
農業者の皆さん！
収入保険へ加入するなら

です！

【助成内容】
農業収入保険の保険料部分の１／３を鳥取県が助成します

加入についてのお問い合わせはお近くの農業共済組合各支所までお問い合わせ下さい

■東部支所
0120-031870

☎ 0857-37-3301

■西部支所
0120-031492

☎ 0859-22-1001

■中部支所
0120-031180

☎ 0858-37-5252

１/３を
助成します

鳥取県農業共済組合
各支所お問い合わせ先

【助成対象】
農業経営収入保険に初めて加入される方で、令和３年４月から令和４年３月
までに保険期間が開始する方
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（※１）

（※１）県の予算の範囲内に限ります。助成金は保険料等支払後、令和４年３月に口座に振り込まれます


